
MA2015-11 
 

 

 

 

 

 

船 舶 事 故 調 査 報 告 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書は、平成２７年１０月２９日に公表した報告書を、 

平成２７年１１月２６日に公表した正誤表により訂正したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１０月２９日 

 

 
         運 輸 安 全 委 員 会      

Japan Transport Safety Board 

fujii-h025g
下線

fujii-h025g
下線

http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2015/MA2015-11-37_2014mj0085-271126seigohyo.pdf
http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2015/MA2015-11-37_2014mj0085-271029kohyo.pdf


- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                                平成２７年９月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月３０日 １５時００分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市芋
いも

埼西北西方沖 

 芋埼灯台から真方位３００°１,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.０７′ 東経１２９°１５.２２′） 

事故調査の経過 平成２６年８月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三勝
しょう

栄
えい

丸、１６トン 

   ＮＳ２－１７００２（漁船登録番号）、個人所有 

   １６.４５ｍ（Lr）×３.４９ｍ×１.５６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５１４.８５kＷ、平成元年１１月１８日 

第２９０－４６８６８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 秀
ひで

丸、５トン未満 

   ２９０－３６５８７長崎、個人所有 

   ５.２２ｍ（Lr）×１.７９ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、３６.７８kＷ、平成２年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成３年４月１８日 

    免許証交付日 平成２４年３月１９日 

           （平成２９年４月３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５８年１２月８日 

    免許証交付日 平成２５年１０月１５日 

           （平成３０年１２月７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板及びバルバスバウに擦過傷 

Ｂ 右舷外板に擦過傷及び船外機に濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが乗り組み、平成２６年７月３０日１３時３０分ご

ろ対馬市櫛
くし

漁港を出港し、途中、乗組員Ａを乗り組ませ、対馬南西方
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沖の漁場に向かった。 

船長Ａは、芋埼西北西方沖において、操舵室で立ってレーダーを使

用しながら操船を行い、自動操舵により針路を西北西に向け、約１０

ノットの対地速力で航行中、反航船１隻を左転して避けて舵を中央に

戻したところ、１５時００分ごろ船首に衝撃を感じた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、３０日０９時２０分ごろ釣りを

行うため、芋埼西北西方沖で四爪錨を使用して錨泊した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、芋埼沖を西進しているＡ船に気付き、その後Ａ

船が約１００ｍに接近したので、竿
さお

を振り、更に接近するので機関を

始動して後進としたがすぐに停止し、その後始動できず、１５時００

分ごろその右舷船首部とＡ船の船首とが衝突した。 

船長Ｂは、Ｂ船が転覆して船外に投げ出されたが、Ａ船に救助さ

れ、また、Ｂ船は、Ａ船により最寄りのマリーナにえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

船長Ａは、マスト及び窓枠で船首方に死角を生じていたものの、左

転して避けた反航船１隻以外に船首方には他船はいないものと思い、

レーダーを使用するなど船首方の死角を補う見張りを適切に行ってい

なかった。 

船長Ａは、衝突するまで船首方で錨泊していたＢ船に気付かなかっ

た。 

Ｂ船は、笛を備え、黒色球形形象物を操縦室の上方に表示してい

た。 

船長Ｂは、航行中のＡ船が錨泊中のＢ船を避けると思っていた。 

船長Ｂは、救命胴衣を脱いで傍らに置いており、着用していなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、芋埼西北西方沖を自動操舵で西北西進中、船長Ａが、船首

方に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行

っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 船長Ａは、Ａ船が左転して避けた反航船１隻以外に船首方には他船

はいないものと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、芋埼西北西方沖で釣りを行いながら錨泊中、船長Ｂが、Ａ

船がＢ船を避けるものと思い、接近するまで衝突を避けるための動作

をとらなかったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 
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 船長Ｂは、Ｂ船が錨泊していたことから、航行中のＡ船がＢ船を避

けるものと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、芋埼西北西方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が錨

泊中、船長Ａが船首方に他船はいないものと思い、船首方の死角を補

う見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避け

るものと思い、接近するまで衝突を避けるための動作をとらなかった

ため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、見張りを適切に行うこと。 

・錨泊中においても、接近する船舶に注意して早期に機関を始動す

るなど衝突を避けるための動作をとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

     

 

事故発生場所 

（平成２６年７月３０日 １５時００分ごろ発生） 

Ｂ船 

（錨泊中） 

Ａ船 

 

浅茅湾 Ａ船の進路 


